
令和7年4月から公共施設巡回町民バスのダイヤを改正します
　深刻化する運転手不足は全国的な課題となって
おり、公共施設巡回町民バスの運行にも影響を及ぼ
しています。
　バス運行の継続と安全運行確保のため、4月より
運行本数を減便します。
　皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解をお願
いします。
　なお、改正後のダイヤの詳細は広報かさまつ3月
号にてお知らせします。

c企画課　☎388‐1113

令和7年4月から精神障がい者のJR運賃割引が始まります
　4月1日から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方にJRグループの旅客運賃の割引が適用され
ます。
　運賃割引を受けるためには、障害等級に応じた旅客運賃減額区分（第一種又は第二種）が手帳に
記載されている必要があります。※手帳に写真の貼付が必須です。
　現在お持ちの手帳（令和6年9月19日以前の交付日で、有効期限が令和7年4月1日以降のものに
限る。）に記載がない場合は、ご本人の申出に応じて減額区分のスタンプを押印いたしますので、手
帳をお持ちのうえ福祉子ども課へお越しください。
c福祉子ども課　☎388‐1116

放課後児童クラブ利用料変更のお知らせ
　令和7年4月1日からの放課後児童クラブの利用料を国の方針（利用者負担は運営費の1/2相当）
に準じ、変更します。

c福祉子ども課　☎388‐1116

道路上の漏水やマンホールなどの異常を
スマートフォンでも通報できるようになりました！
　道路上の漏水やマンホールなどの異常をお持ちのスマートフォンからも通報できるように、「笠松町上
下水道通報システム」の運用を開始しました。
　道路上の漏水やマンホールからの溢水、メーターボックスや公共汚水桝の蓋割れなど、異常な箇所を
発見したら、「笠松町上下水道通報システム」をご活用ください。
　なお、緊急時は電話にてお知らせください。

c水道課　☎388‐1118

1. 2. 3.

通報システムの使い方

町ホームページからも
アクセスできます

漏水箇所等を撮影 「通報フォーム」にアクセス 危険箇所を発見した日
にち・場所・写真を送信

いっ すい

区　　分

通常の授業日の月（5・6・9・11・2月）の利用

夏季・秋季・冬季・学年末及び
学年始めの休業日期間のみの利用

上記以外の利用

月曜日から土曜日まで

土曜日のみ

4・3月

10・12・1月

7月

8月

8月（利用時間午後2時まで）

4・3月

10・12・1月

7月

7月授業日のみ

8月

8月（利用時間午後2時まで）

8月授業日のみ

月　額

7,000円

2,500円

3,000円

2,000円

5,000円

9,000円

6,000円

7,500円

7,000円

8,500円

5,500円

10,000円

6,000円

2,000円

〇1日の運行本数が26便から21便へ減便

〇1便の時間が1時間から1時間15分へ延長
（時間帯により到着時間が異なります）

〇7時台のみ走行時間を短縮した「朝ダイヤ」
を新設

〇19時台の笠松駅発の終発を廃止
6時台の笠松駅着の早朝便は継続

〇土曜日が日曜日・祝日と同じダイヤ
（約2時間ごとに1便）

◆1便をゆとりあるダイヤ
へ変更

〇遅延を最小限に

〇より安全運行に

〇運転手の確保が可能に

〇朝の笠松駅利用者の
利便性は継続に
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